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確
定
申
告
を受け

付
け
ま
す

役
場
住
民
課
住
民
税
係

☎
５
７
４
‐
２
２
１
３

　

令
和
６
年
分
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
お
よ
び
令
和
７
年
度
町
道
民
税
の
申

告
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
次
の
事
項
に
該
当

す
る
方
は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、申
告
受
付
会
場
は
非
常
に
込
み
合
い
、

長
時
間
お
待
た
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

医
療
費
控
除
の
明
細
書
や
収
支
計
算
書
な
ど

は
、
事
前
に
作
成
し
た
う
え
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。

■
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

○
令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、
豊
頃
町
に
住			

所
を
有
し
、
次
に
該
当
す
る
方

○
令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
、
何
ら
か
の
所
得
が
あ
っ
た

す
べ
て
の
方

○
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
な
い

方
、
ま
た
、
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
る
方
で
も

他
の
事
業
所
等
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
方

○
今
後
、
児
童
手
当
・
保
育
所
入
所
・
扶
養
認

定
な
ど
の
た
め
に
、
所
得
証
明
書
等
が
必
要

と
な
る
方

○
所
得
税
、
町
道
民
税
の
控
除
額
が
違
う
な
ど

の
理
由
の
た
め
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必

要
な
い
が
、
町
道
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
所
得
税
、

町
道
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方

■
申
告
の
と
き
に
必
要
な
も
の

○
印
鑑
（
振
替
納
税
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
銀

行
に
届
け
て
い
る
印
鑑
）

○
給
与
・
賃
金
・
年
金
な
ど
を
受
け
て
い
る
方

は
、
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払
者
の
証
明
書

○
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
は
、
収
支
、
経
費
の

分
か
る
明
細
書

○
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
国
民
年
金
等

の
領
収
書
や
証
明
書
（
控
除
を
受
け
る
際
に

は
、
証
明
書
が
必
要
で
す
。）

○
医
療
費
控
除
の
申
告
を
す
る
方
は
、
領
収
書

ま
た
は
、
医
療
費
の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
等
を

持
参
い
た
だ
き
、
受
診
者
・
医
療
機
関
ご
と

に
計
算
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
※
支
払
っ

た
医
療
費
が
戻
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
振
替
納

税
ま
た
は
還
付
請
求
を
す
る
方
は
、
本
人
が

開
設
し
て
い
る
銀
行
等
の
口
座
番
号

※
申
告
書
の
関
係
用
紙
は
受
付
時
に
お
渡
し
し

ま
す
が
、
事
前
に
必
要
な
方
は
、
住
民
課
に

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

◇申告受付日程
会　場 月　日 時　間

池田税務署
※入場整理券が必要

３月17日（月）まで
※ただし土日・祝日は除く

	9：00～16：00

役場住民課
（１階会議室）

8：30～12：00

13：00～16：00

※
「
十
勝
池
田
税
務
署
」（
池
田
町
字
旭
町

１
丁
目
８
番
地
８
）
で
は
、
混
雑
を
回

避
す
る
た
め
、
会
場
へ
の
入
場
に
は
「
入

場
整
理
券
」（
会
場
で
当
日
配
付
ま
た
は

国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で

事
前
発
行
）
が
必
要
で
す
。

　
　

配
付
状
況
に
応
じ
て
、
後
日
来
場
を

お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

役
場
住
民
課
住
民
税
係

☎
５
７
４
‐
２
２
１
３

問合せ先

　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
計

算
の
結
果
、
納
税
額
が
あ
る
場
合
で
も
、
所
得

税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以

下
（
複
数
か
ら
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
合
計
額
）

●
公
的
年
金
等
の
全
部
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と

な
る

●
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金

額
が
20
万
円
以
下

・
源
泉
徴
収
税
額
や
予
定
納
税
額
が
あ
り
、
所

得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

・
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
が

あ
り
、
そ
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
所

得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
税
の

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

住
民
税
に
関
す
る
詳
し
い
こ
と
は
、
役
場
住

民
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
開
始
さ
れ
ま
し
た

　

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
て
い
る
事
業
者
の
方
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
機
に
免
税
事
業
者
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
っ

た
場
合
、
売
上
税
額
の
２
割
を
消
費
税
の
納
付
金
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
例
（
２
割

特
例
）
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
特
設
サ
イ
ト
」
へ
。

問
合
せ
：
十
勝
池
田
税
務
署
☎
５
７
２
‐
２
１
７
１

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
確
定
申
告
を
受
け
付
け
ま
す	

ほ
か

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

確
定
申
告
と
納
税
は
正
し
く
お
早
め
に

　

令
和
６
年
分
の
個
人
事
業
者
の
方

の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定

申
告
は
、
令
和
７
年
３
月
31
日
（
月
）

が
申
告
・
納
付
の
期
限
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
自
宅
か
ら
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
税
務
署
な
ど
の
確
定
申
告
会

場
に
は
例
年
多
数
の
方
が
訪
れ
て
い
ま

す
。
会
場
へ
の
入
場
に
は
「
入
場
整
理

券
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
方
法
等
の
詳

細
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

確
定
申
告
（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
）

　

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
申
告

書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
作

成
・
送
信
が
で
き
ま
す
。
画
面
の
案
内

に
沿
っ
て
金
額
等
を
入
力
す
れ
ば
、
税

額
な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ
申
告
書
等
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
作
成
し
た
申

告
書
等
を
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
送
信
す
る
こ
と

で
、
税
務
署
に
行
か
ず
に
自
宅
か
ら
申

告
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
に
関
す
る
情
報
は
、

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://

w
w
w
.e-tax.nta.go.jp

）
へ

個
人
事
業
者
の
方
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
に
つ
い
て

【
令
和
６
年
分
に
お
い
て
課
税
事
業
者
と
な
る
個
人
事
業
者
の
方
】

①
令
和
４
年
分
の
課
税
売
上
高
が
１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
事
業
者

②
令
和
４
年
分
の
課
税
売
上
高
が
１
，
０
０
０
万
円
以
下
の
事
業
者
で
、
令
和
５
年
12
月
末
ま
で

に
「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
」
を
提
出
し
て
い
る
事
業
者

③
①
、
②
に
該
当
し
な
い
場
合
で
、
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
６
月
30
日
ま
で
の
期
間

（
特
定
期
間
）
の
課
税
売
上
高
が
１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
事
業
者

　

な
お
、
特
定
期
間
に
お
け
る
１
，
０
０
０
万
円
の
判
定
は
、
課
税
売
上
高
に
代
え
て
、
給
与
等

支
払
額
の
合
計
額
に
よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

	

※
事
業
の
用
に
供
し
て
い
た
建
物
や
機
械
な
ど
の
譲
渡
収
入
も
、
課
税
売
上
高
に
含
ま
れ
ま
す
。

④
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
て
い
る
事
業
者

【
申
告
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
】

〇
課
税
事
業
者
と
な
る
方
は
、
令
和
６
年
分
（
課
税
期
間
）
の
課
税
売
上
高
が
１
，
０
０
０
万
円

以
下
で
あ
っ
て
も
、
令
和
６
年
分
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
申
告
・
納
付
が
必
要
で
す
。

〇
令
和
４
年
分
の
課
税
売
上
高
が
５
，
０
０
０
万
円
以
下
で
、
令
和
５
年
12
月
末
ま
で
に
「
消
費

税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出
書
」
を
提
出
し
て
い
る
課
税
事
業
者
の
方
は
、「
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
の
確
定
申
告
書
（
簡
易
課
税
用
）」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
以
外
の
課
税
事
業
者

の
方
は
、「
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
（
一
般
用
）」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
に
は
、
課
税
期
間
中
の
課
税
売
上
げ
の
額
お
よ
び

課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
の
明
細
等
を
記
載
し
た
書
類
（
一
般
用
に
つ
い
て
は
、「
付
表
１
‐
３・
２

‐
３
」、
簡
易
課
税
用
に
つ
い
て
は
「
付
表
４
‐
３・
５
‐
３
」）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
還
付
税
額
の
あ
る
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方
は
、「
消
費
税
の
還
付
申
告
に
関
す
る
明
細
書
（
個

人
事
業
者
用
）」
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
記
載
お

よ
び
申
告
さ
れ
る
ご
本
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
還
付
申
告
（
申
告
書
⑧
欄
に
金
額
を
記
載
し
た
申
告
書
）

以
外
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
（
相
続
人
の
方
が
提
出
す
る
場
合
を
除
き
ま
す
。）
は
当

該
提
示
等
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〇
免
税
事
業
者
の
方
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
、
登
録
を
受
け
た
日
か

ら
課
税
事
業
者
と
な
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

納期限と振替納税の利用について
　確定申告による消費税および地方消費税の納期限および振替日は、次のとおりです。
〇納期限…令和７年３月 31 日（月）
〇振替日…令和７年４月 30 日（水）
　振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納期限までに提出していただくだけで、
ご指定の預貯金口座から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関または税務署に
出向く必要もなく、預貯金残高を確認しておくだけで納付手続を済ませることができる、大変便利で
確実な納付方法ですので、ぜひご利用ください。
　「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」は、自宅からｅ - Ｔａｘで提出することができます。
　振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
　振替納税に関する情報は、国税庁ホームページをご覧ください。

税に関する情報は国税庁ホームページへアクセス　https://www.nta.go.jp

問合せ先

十
勝
池
田
税
務
署
☎
５
７
２
‐
２
１
７
１

消
費
税
・
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の

▽
確
定
申
告
と
納
税
は
正
し
く
お
早
め
に

広
報
と
よ
こ
ろ

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り


